
 

平成２９年度 第５回庁議要旨 

 

日時：平成２９年６月６日（火） 

午後３時～午後４時  

会場：第１・２委員会室 

 

[審議事項] 

１ 震災伝承計画（案）及び震災遺構整備方針（案）について（復興政策部） 

平成２８年３月に、旧門脇小学校校舎及び大川小学校旧校舎を震災遺構として保存することを決

定した。平成２８年７月に、両校舎の整備内容を検討するため、それぞれの施設毎に、有識者、地

域住民、ＮＰＯ、行政によって構成される「震災遺構検討会議」を設置し、参加者からの意見を集

約してきた。 

また、平成２８年７月に、本市で震災伝承計画を策定するにあたり、幅広い意見を反映させるた

め、有識者、地域住民、ＮＰＯ、行政によって構成される「震災伝承検討会議」を設置し、参加者

からの意見を集約してきた。 

  震災による深い傷跡、悲しみの記憶及び震災を通じて得た教訓を風化させることなく後世に伝え

るため、石巻市震災伝承計画を策定するとともに、旧門脇小学校校舎及び大川小学校旧校舎を震災

遺構として保存・整備するため、それぞれの施設毎に、震災遺構整備方針を策定するもの。 

(1) 主な内容 

①  石巻市震災伝承計画の策定 

ア 目的 

本計画は、「石巻市震災復興基本計画」の理念に基づき、重点プロジェクト「未来への

伝承プロジェクト」に定めた「津波の恐ろしさを市民に、そして訪れる多くの人に伝承し

ていくため、震災記念碑やメモリアルパーク等を整備するとともに、震災施設の伝承保存

や震災体験等を語り伝える仕組みを構築」の具現化に向けた事業推進を支えることを目的

とする。 

イ 基本理念 

東日本大震災の最大の被災地である石巻市は、 

かけがえのない大切な命を守るため、 

震災の事実と教訓、復旧・復興への思いを、 

世代を超えて、地域を越えて、すべての人々へ伝え続けます 

ウ 基本方針 

（ア）継続的な資料の収集と利活用の推進 

（イ）震災（防災）に関する学習の機会の創出 

（ウ）国内外へ震災の経験と教訓の発信 

（エ）慰霊・追悼の場を整備 

（オ）伝承活動の場の整備 

（カ）持続的活動を支える推進体制の構築 

 



 

②  震災遺構整備方針の策定 

ア 旧門脇小学校校舎 

（ア）旧門脇小学校校舎の震災遺構整備方針 

（イ）本校舎の保存・整備方針 

（ウ）本校舎以外に関する整備方針 

（エ）事業スケジュール 

イ 大川小学校旧校舎 

（ア）大川小学校旧校舎の震災遺構整備方針 

（イ）本校舎の保存・整備方針 

（ウ）本校舎以外に関する整備方針 

（エ）事業スケジュール 

(2) 今後の予定 

平成２９年 ６月  市議会全員協議会への説明 

 ９月  市議会第３回定例会へ基本・実施設計費の補正予算を提案 

１０月  基本・実施設計着手 

～平成３１年２月 

平成３１年 ４月  整備工事着手 

平成３２年 ２月  整備工事完了 

         ４月  一般公開 

 

 

２ 用途廃止・行方不明等の状態の軽自動車等に係る課税取消又は課税保留について（財務部） 

  「軽自動車税は、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する」と地方税法で規定

され、賦課徴収に関する申告又は報告の義務が併せて規定されている。 

 東日本大震災では、使用不能や所在不明の軽自動車等は、「課税取消し申出書」の提出を受け、

登録廃止の処理を待たずに、宮城県と同様に平成２３年度分以降の課税取消し処理を特例的に行っ

たが、この他に用途廃止や行方不明等の状態にあるにもかかわらず、道路運送車両法の規定による

永久抹消登録又は石巻市市税条例の規定による申告が行われない軽自動車等が存在しており、適正

な課税をする上で、支障が生じている。 

  課税することが適当でないと認められるものについて、課税保留又は課税取消をすることにより、

課税の適正化を図るもの。 

(1) 主な内容 

   課税取消の原因として「被災又は事故車」「解体済車」、課税保留の原因として「盗難車」「所

有者又は車両が所在不明」「相続人不在」「車検切れ１年以上経過車」を規定する。 

また、「課税保留」の決定後、一定期間を経過した場合に「課税取消」とすることができるよ

うにする。 

(2) 今後の予定 

平成２９年６月 「（仮称）石巻市軽自動車税課税保留等に関する要綱」を制定 

              （告示の日から施行） 

 



 

３ 証明書等コンビニ交付サービス導入について（生活環境部） 

  平成２８年１月のマイナンバー制度開始に伴い、国からマイナンバー（個人番号）カードによる

証明書コンビニ交付サービスにより、国民に利便性を実感してもらうため積極的な導入検討の要請

があり、石巻市社会保障・税番号制度推進本部会議においても制度開始後に導入を検討することと

されていた。 

  また、現在設置している、証明書自動交付機の保守業務が平成３１年１月末で契約満了となるこ

とから、市民サービスの低下も解消される。 

マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストアで各種証明書の交付を受けられるサ

ービスを導入することにより、市民サービスの向上及び証明書交付窓口の混雑緩和を図るもの。 

(1) 主な内容 

【コンビニ交付サービスの概要】 

 証明書交付開始：平成３０年７月１日（予定） 

利用可能日時 ：月１回程度のメンテナンス日及び１２月２９日～１月３日を除く毎日 

         午前６時３０分～午後１１時（全国共通） 

利用可能な市民：「マイナンバーカード」を所有し、利用者証明用の暗証番号を登録してい

る者 

証明書の種類及び交付手数料（予定）                   （円） 

住民票の写し 印鑑登録証明書 戸籍証明書 戸籍の附票 課税（所得）証明書 

３００ ３００ ４５０ ３００ ３００ 

※証明書交付手数料のうち、コンビニエンスストアの委託手数料は１通につき１１５円で

ある。 

※交付手数料から委託手数料を引いた差額については、Ｊ－ＬＩＳを経由して石巻市に振

り込まれる。 

※「Ｊ－ＬＩＳ（地方公共団体情報システム機構）」 

           ⇒ 地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うために、

地方公共団体が運営する組織 

(2) 今後の予定 

平成２９年 ６月   市議会第２回定例会にコンビニ交付システム構築費用等の補正予算を

提案 

７月  契約及びシステム開発 

      ７月～ 証明書コンビニ交付サービス開始の啓蒙及びマイナンバーカードの普

及推進 

      １２月  市議会第４回定例会に石巻市印鑑条例等の一部改正を提案 

平成３０年 ７月  コンビニ交付サービス開始 

 

 

４ 石巻市立飯野川第二小学校跡地の活用について（産業部、教育委員会） 

東日本大震災によって、人口流出には一向に歯止めがかかっていない状況にあり、震災前後の経

済センサス調査結果において、事業所数及び従業者数は大幅に減少しているなど、新たな雇用創出

のための取組が必要となっている。 



 

そのため現在、雇用創出に向けて創業支援などに取組んでいるところであるが、更なる産業の振

興と雇用の創出に向けて企業誘致のための支援拡充が求められている。 

遊休財産となっている廃校を有効利用し、新たな企業の立地による産業の振興と雇用の創出を図

るもの。 

(1)  主な内容 

現在、遊休財産となっている石巻市立飯野川第二小学校跡地への企業誘致を推進することで、

遊休財産の有効活用、企業誘致による産業の振興及び雇用の創出に資する。 

なお、施設として有効利用が見込まれる校舎を除き、財産処分制限期間を満了している屋内体

育施設及び屋外プールについては老朽化が著しいこともあり、解体・撤去を行う。 

(2)  今後の予定 

平成２９年６月 市議会第２回定例会に屋内体育施設及び屋外プールの解体・撤去予算を提案 

９月 市議会第３回定例会に学校敷地に存在している国有地の既往使用料、取得費   

のほか、当該財産を売払うための不動産鑑定費用の予算を提案 

平成３０年２月 市議会第１回定例会に財産処分等の議案及び予算を提案 

 

 

５ 石巻商工会議所会館建設費補助について（産業部） 

商工会議所の事業活動の拠点である石巻商工会議所会館は、昭和４５年１２月に現在地に竣工し

て以来、４５年にわたり使用してきた。 

東日本大震災によって、当所会館も津波による浸水等の被害を受けたが、応急修繕を施し、市の

産業経済の復興に向けて様々な復興事業を展開してきたが、老朽化に伴い、現会館利用者や当所職

員の安全確保が極めて難しい状況になってきたことから、新たに商工会議所会館を建設することと

なった。 

新会館を建設することで、今後さらに地域全体の活性化、新たなまちづくり等の活動を展開する

地域経済の拠点として発展が見込まれ、建設費の補助をすることにより商工会議所の負担軽減と中

心市街地の街づくりを支援するもの。 

(1)  主な内容 

【支援内容】 

建設補助金 ５，０００万円（下記により算出） 

① 総事業費から解体経費を除いた建設費のうち、テナント部分等を除いた面積を対象 

   ７７０，０００，０００円（建設費）×０．４５９（テナント部分等を除いた面積割合） 

＝３５３，４３０，０００円 

② ①から国・県の補助金を控除 

   ３５３，４３０，０００円－２５３，０４２，２４６円＝１００，３８７，７５４円 

③ ②に石巻市中小企業復旧補助金の補助率（１／２）を準用 

   １００，３８７，７５４円×１／２＝５０，１９３，８７７円≒５，０００万円 

 

 

 

 



 

【新会館概要】 

 施設の所在地  中央二丁目８２番１（北日本銀行跡地等） 

用地面積    約１，８５８㎡ 

  施設内容    鉄骨造 ３階建て 延床面積１，８７３．６５㎡ 

         １階：２００名以上収容可能な大ホール 

（間仕切りすることにより３つ会議室として使用可能） 

          ２階：事務室、会頭室、特別会議室 

          ３階：テナント 

  

【石巻商工会議所 会館建設資金計画】 

① 建設関係総事業費   ９７４，１２９，８４０円 （既存施設の解体経費を含む） 

② 建設資金計画 

（内訳）補助金    ２５３，０４２，２４６円 ※国庫補助金 

２３８，０４２，２４６円 

県補助金   

１５，０００，０００円 

自己資金   １３０，０００，０００円（商工会議所負担金）  

長期借入金  ３００，０００，０００円 

会員負担額   ２９１，０８７，５９４円 

(2)  今後の予定 

平成２９年 ６月  市議会第２回定例会に補正予算を提案 

     １１月  新会館完成予定 

 

 

[報告事項] 

１ 保育所等の利用者負担の軽減について（福祉部） 

幼児教育の段階的無償化に向けた取組みの一環として、保育所等の利用者負担について、子ど

も・子育て支援法施行令の一部改正により、所得の状況、世帯の状況等に応じ、軽減されることに

なった。 

低所得世帯・多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、利用者負担の軽減措置を実施し、幼児

教育・保育の無償化に向けた取組みを推進するもの。 

(1) 主な内容 

① 多子世帯にかかる特例措置の拡充 

    ア 対象 

市町村民税非課税世帯（１号認定子どもについては所得割非課税世帯を含む。）の第２子 

イ 内容 

保育料（現行は本来の保育料の半額）を無償とする。 

 

 



 

② ひとり親世帯等に係る特例措置の拡充 

ア 対象 

支給認定を受けた保護者又は当該支給認定を受けた保護者と同一の世帯に属する者が

ひとり親世帯等に該当する場合において、市町村民税所得割合算額が、 

・教育認定子ども（１号認定子ども）については７７，１０１円未満の者 

・保育認定子ども（２号・３号認定子ども）については４８，６００円未満の者、 

４８，６００円から７７，１００円までの者        

    イ 内容 

保育標準時間の保育料月額は、現行の保育標準時間の保育料月額が新しい国の基準額を

上回る場合には国基準額と同額とする。 

保育短時間の保育料月額は、国の基準額に関わらず、同階層の保育標準時間の保育料月

額の概ね１１分の８とする。 

※市の保育短時間の保育料は、全ての階層において、保育標準時間の保育料の概ね１１分

の８で設定している。 

(2) 今後の予定 

平成２９年６月 石巻市認可保育所等の保育料に関する条例施行規則の改正 

（適用日：平成２９年４月１日） 

 

 

２ 施設維持事務所の移転について（建設部） 

  施設維持事務所については、現在、市営日和が丘復興住宅（旧石巻市役所）東側に仮設事務所を

設置し、近隣に道路維持作業車等の車庫、作業場、資材倉庫等を設置しているところであるが、仮

設事務所以外の施設については、宮城県が実施している都市計画道路「大街道石巻港線」の道路事

業用地となることから、譲渡協力を要請されている状況にある。 

施設維持事務所等を移転整備することで、道路及び関係施設等の適正な維持管理の継続と、社会

基盤であるインフラの安全性の確保を図るもの。 

(1) 主な内容 

【新施設概要】 

    施設の所在地 石巻市門脇町一丁目４８番１５、４８番１８、４８番２５、４８番３３ 

    用地面積   １，１８９㎡ 

    施設内容 

・事務所、車庫      鉄骨造 ２階建て 

                 １階：車庫  延床面積１８０㎡程度 

                 ２階：事務所 延床面積１８０㎡程度 

     ・資機材倉庫兼作業所  鉄骨造 平屋建て 

延床面積２００㎡程度 

 

 



 

(2) 今後の予定 

平成２９年 ６月 市議会第２回定例会に関係予算を提案 

 宮城県と補償契約締結 

平成３０年 ９月 移転工事完了 

１０月 新施設での業務開始 

 

 

[その他] 

 ・大型客船ウェルカムフェスタ２０１７について（建設部） 

 

 

以 上 

 


